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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動車用の燃料給油管であって、
　燃料給油管は、両端に開口を備える胴部と、胴部の先端側に配され、給油管内を気密に
するためのシール材の受座とを備えており、
　胴部及び受座は鋼材から構成されており、
　　胴部は、胴部を構成する鋼材と、金属メッキ層と、防食塗膜とが記載された順に積層
された状態であり、
　　受座は、受座を構成する鋼材と、金属メッキ層と、保護用の合成樹脂層とが記載され
た順に積層されており、金属メッキ層と保護用の合成樹脂層の間には防錆塗膜が形成され
ていない状態である燃料給油管。
【請求項２】
胴部又は受座は、溶接による接合部分を有する請求項１に記載の燃料給油管。
【請求項３】
　胴部は、鋼板を菅状にして構成された形状であり、
　胴部及び受座は、胴部の軸方向に沿って鋼板の端部の溶接による接合部分を有する請求
項１又は２に記載の燃料給油管。
【請求項４】
燃料給油管は、ブリーザー管と胴部との溶接による接合部分を有する請求項１ないし３の
いずれかに記載の燃料給油管。
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【請求項５】
胴部及び受座を構成する鋼材は、炭素鋼である請求項１又は２に記載の燃料給油管。
【請求項６】
自動車用の燃料給油管の製造方法であって、
　製造される燃料給油管は、両端に開口を備える胴部と、胴部の先端側に配され、給油管
内を気密にするためのシール材の受座とを備えており、
　胴部及び受座は鋼材から形成されており、
　　受座の部分にマスキングを施した後、胴部を構成し金属メッキ層を有する鋼材に、防
食塗膜を積層する工程を含み、
　　受座を構成し金属メッキ層を有する鋼材に、保護用の合成樹脂層を積層する工程を含
む燃料給油管の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、燃料給油管及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
自動車の燃料タンクには、燃料給油管が接続されている。給油を行う際には、ユーザーは
、自動車のボデーに設けられたリッドを開けて、燃料給油管の先端側に気密に固定された
燃料キャップを外し、燃料給油管の先端側から燃料を燃料給油管を経て燃料タンク内に流
し込む。
【０００３】
洗車を行う際や、気温の変化による結露などによって、燃料給油管が水に曝されることが
ある。このため、燃料給油管にも耐食性が求められる。以下のように、燃料給油管の腐食
を防止する試みが種々行われている。
【０００４】
例えば、特許文献１には、従来技術として、インレットパイプやブリーザチューブに亜鉛
メッキが施された鋼管に対して塗装を施し、防食することが記載されている。また、特許
文献１には、特定のステンレス鋼で構成したインレットパイプとブリーザーチューブに対
してカチオン電着塗装によって塗装を施すことによって防食することが記載されている。
【０００５】
特許文献２には、所定量の錫、亜鉛及び不可避的不純物を含有する金属メッキ層を有する
鋼板を使用した燃料給油管が記載されている。この燃料給油管は、鋼板の端部を高周波電
流によって加熱、溶接して管状にする。溶接部分の余部を落とすなどして整形した後に、
外面側の溶接部分のみに防食処理を施すとされている。
【０００６】
特許文献３には、給油口キャップに配されるシール材を受ける座面に潤滑性を有する塗膜
を形成することが記載されている。この塗膜は、合成樹脂材料に固体の潤滑剤を配合した
ものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４３５４１０号公報
【特許文献２】特開２００９－１１３０６６号公報
【特許文献３】特開２００８－１３７４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
特許文献１の防食方法では、インレットパイプとブリーザーチューブとを溶接する際に、



(3) JP 6830392 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

それらの構成材であるステンレス鋼が溶接の熱によって焼けてしまう。溶接による焼けが
生じた部分では耐食性が低下するため、カチオン電着塗装による塗膜を設けて防食してい
ると思われる。このインレットパイプ等では、耐食性を発揮させるためにステンレス鋼自
体の耐食性に依存している。このため、高い耐食性を備える特定のステンレス鋼しか使用
できないと思われる。
【０００９】
特許文献２の燃料給油管には、シール材の受座の防食方法に関する記載はない。シール材
の受座は、給油ノズルが接触したり、給油口キャップが接触するなどして絶えず摩擦に曝
される。シール材の受座は、燃料給油管の先端側に設けられるため、金属メッキ膜や防食
塗料が欠損しやすい。金属メッキ膜等が欠損すると、そこから腐食が進んでしまいシール
材による気密性が損なわれてしまうことがある。
【００１０】
特許文献３の燃料給油管では、シール材の座面に固体の潤滑剤を塗布する。固体の潤滑剤
によってシール材の座面に防食作用がもたらされるとしている。しかしながら、給油管の
胴部についていかなる方法で防食を図るのかについては記載はなく、潤滑剤を燃料給油管
の全体に形成すれば燃料給油管全体を防食することができると記載されているにとどまる
。
【００１１】
本発明は、燃料給油管を構成する金属素材をステンレス鋼に限定することなく選択するこ
とを可能にし、しかも燃料給油管の先端側に配されたシール材の受座の腐食と燃料給油管
の胴部の腐食とを防止することが可能な燃料給油管、及びその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
自動車用の燃料給油管であって、燃料給油管は、両端に開口を備える胴部と、胴部の先端
側に配され、給油管内を気密にするためのシール材の受座とを備えており、胴部及び受座
は鋼材から構成されており、胴部は、胴部を構成する鋼材と、金属メッキ層と、防食塗膜
とが記載された順に積層された状態であり、受座は、受座を構成する鋼材と、金属メッキ
層と、保護用の合成樹脂層とが記載された順に積層された状態である燃料給油管により上
記の課題を解決する。
【００１３】
自動車用の燃料給油管の製造方法であって、製造される燃料給油管は、両端に開口を備え
る胴部と、胴部の先端側に配され、給油管内を気密にするためのシール材の受座とを備え
ており、胴部及び受座は鋼材から形成されており、胴部を構成し金属メッキ層を有する鋼
材に、防食塗膜を積層する工程を含み、受座を構成し金属メッキ層を有する鋼材に、保護
用の合成樹脂層を積層する工程を含む燃料給油管の製造方法によって、上記の課題を解決
する。
【００１４】
上記の燃料給油管及びその製造方法によれば、比較的に摩擦に曝され難い胴部については
、金属メッキ膜及び防食塗料によって防食し、比較的に摩擦に曝されやすい受座について
は、金属メッキ層、及び合成樹脂層によって防食する。これによって、受座及び胴部の両
方を効果的に防食することが可能になる。上記のように防食対策が施されているので、燃
料給油管もステンレス鋼に限定されることなく、安価であったり切削や曲げ加工などを行
いやすい鋼材から自由に素材を選択することが可能になる。
【００１５】
上記の燃料給油管及びその製造方法において、胴部又は受座には、溶接による接合部分が
あってもよい。胴部には防食塗膜が設けられる。したがって、例えば、溶接による金属メ
ッキ層の損傷に起因する防食性の低下があっても、防食塗膜によって腐食の発生を防ぐこ
とが可能になる。受座には、保護用の合成樹脂層が設けられる。したがって、例えば、溶
接による金属メッキ層の損傷や摩擦に頻繁にさらされても、保護用の合成樹脂層によって
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腐食の発生を防ぐことが可能になる。
【００１６】
上記の燃料給油管及びその製造方法において、胴部は、鋼板を菅状にして構成された形状
であり、胴部及び受座は、その軸方向に沿って鋼板の端部の溶接による接合部分を有する
ようにしてもよい。胴部については防食塗膜によって、例えば、溶接による金属メッキ層
の損傷に起因する防食性の低下があっても、防食塗膜によって腐食が発生することを防ぐ
ことが可能になる。受座については、例えば、溶接による金属メッキ層の損傷や摩擦に頻
繁に曝されても、保護用の合成樹脂層によって腐食の発生を防ぐことが可能になる。これ
によって、例えば、安価で調達することができる鋼板から燃料給油管を製造したとしても
、燃料給油管の耐食性を高めることができる。
【００１７】
上記の燃料給油管及びその製造方法において、燃料給油管は、ブリーザー管と胴部との溶
接による接合部分を有するようにしてもよい。上述の通り、胴部については防食塗膜によ
って防食されているため、例えば、溶接による金属メッキ層の損傷に起因する防食性の低
下があっても、防食塗膜によって腐食の発生を防ぐことが可能になる。
【００１８】
上記の燃料給油管及びその製造方法において、胴部及び受座を構成する鋼材は、炭素鋼と
することができる。上述の通り、胴部及び受座は金属メッキ層と、防食塗料又は合成樹脂
層とによって保護されているため、素材そのものは耐食性に劣る炭素鋼を使用することが
可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
燃料給油管を構成する素材をステンレス鋼に限定することなく選択することを可能にし、
しかも燃料給油管の先端側に配されたシール材の受座の腐食と燃料給油管の胴部の腐食と
を防止することが可能な燃料給油管、及びその製造方法を提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の燃料給油管の一実施形態の断面図である。
【図２】図１の燃料給油管の先端部分を示す断面図である。
【図３】図２のＡ部分の拡大断面図である。
【図４】図１の燃料給油管の胴部の横断面図である。
【図５】図４のＢ部分の拡大断面図である。
【図６】燃料給油管の先端側に保護用の合成樹脂層を形成する作業を示す図である。
【図７】燃料給油管の先端側に保護用の合成樹脂層を形成する作業を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、図面を参照しながら、本発明の燃料給油管の一実施形態について説明する。なお、
図１、図２、図６、及び図７では、図面の簡単のため、金属メッキ層、防食塗膜を省略し
たが、図３ないし図５と同様に金属メッキ層、及び防食塗膜を有する。
【００２２】
本実施形態の自動車用の燃料給油管１は、両端に開口を備える胴部１１と、胴部１１の先
端側に配され、給油管内を気密にするためのシール材２１の受座１３とを備える。そして
、胴部１１と受座１３とは、鋼材から構成される。
【００２３】
燃料給油管の胴部１１は、管状の部材である。胴部１１の先端側の開口が給油口として機
能する。胴部１１の基端側の開口は燃料タンク（図示略）に連通する。図１に示したよう
に、本実施形態の燃料給油管１の胴部１１の先端側の内径は、胴部１１の基端側の内径に
対して大きくなるように拡径されている。拡径された部分には、給油ノズル（図示略）を
給油管内に案内する開口を備えたリテーナー（図示略）が内蔵される。
【００２４】
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胴部１１の先端側には、図１に示したように、後述する給油口キャップ２に設けた螺子山
２２に対応する螺子山１４が設けられている。燃料給油管側の螺子山１４は、燃料給油管
１の半径方向内側に対して突出するように燃料給油管１を構成する鋼材を湾曲させて構成
した突条である。
【００２５】
胴部１１の先端には、後述する給油口キャップ２のシール材２１を受ける受座１３が配さ
れる。受座１３は、胴部１１を構成する鋼材を半径方向外側及び燃料タンク側に折り曲げ
た形状であり、胴部１１の先端側の開口の全周を囲むように燃料給油管１の先端に配置さ
れる。受座１３は胴部１１を構成する鋼材を曲げて成形するため、受座１３と胴部１１と
は一体の部材である。
【００２６】
胴部１１には、鋼材から構成されるブリーザー菅３が接続される。ブリーザー管３は、図
１に示したように、燃料給油管１に比べて小さい内径を備えた菅であり、その基端側の開
口は燃料給油タンク（図示略）に連通し、その先端側の開口は先端側の燃料給油管１と連
通する。ブリーザー菅３の先端と胴部１１とは溶接により接合される。これが溶接による
溶接による第１の接合部分３１である。
【００２７】
本実施形態の燃料給油管１は、鋼板の一端と他端とを溶接により接合して管状に成形して
いる。このため胴部１１及び受座１３には、鋼板の端部１５を溶接よって接合した線や溶
接痕が現れる。これが溶接による第２の接合部分１６である。
【００２８】
上記の胴部１１の先端側には、捩じ込み式の給油口キャップ２を着脱可能に取り付けるこ
とができる。図１に示したように、給油口キャップ２は、合成樹脂材料で構成される蓋２
３と、蓋２３に対して固定され略円柱状の形状を備える栓部２４と、栓部２４の外周に固
定されるシール材２１とを含む。蓋２３と栓部２４とは、栓部２４から半径方向外側に突
出したフランジ２５を蓋２３の内壁に設けられた凹部２６に嵌め込むことで、相互に固定
される。
【００２９】
シール材２１は、上記のフランジ２５の下の栓部２４の外周部分に嵌め込まれる。シール
材２１の下方の栓部２４の外周には、螺子山２２が設けられている。給油口キャップ側の
螺子山１４を燃料給油管側の螺子山２２に対して捩じ込むことで、給油口を塞ぐことがで
きる。この際に、シール材２１はフランジ２５によって受座１３に対して強く押し付けら
れる。これによって、燃料給油管内が気密に保たれる。
【００３０】
本実施形態の燃料給油管１では、図３に記載したように、燃料給油管１の外側を、胴部１
１を構成する鋼材１１１と、金属メッキ層１１２と、防食塗膜１１３とが記載した順に積
層される構造としている。燃料給油管１の内側は、燃料の上記によって非酸化的な雰囲気
となるため胴部１１を構成する鋼材１１１と、金属メッキ層１１２とが記載された順に積
層される構造としている。
【００３１】
本実施形態の燃料給油管１では、図３に記載したように、燃料給油管１の先端に配される
受座１３を、受座１３を構成する鋼材１３１と、金属メッキ層１１２と、保護用の合成樹
脂層１３２とが記載した順に積層される構成としている。なお、受座１３の裏面、すなわ
ちシール材２１が当接しない面は、胴部１１の外側と同様に、鋼材１３１、金属メッキ層
１１２、及び防食塗膜１１３の順で積層された状態となっている。
【００３２】
上記の構成により、胴部１１及び受座１３を構成する鋼材が腐食しないように高い腐食性
を与えることができる。したがって、鋼材の種類は高い腐食性を備えるステンレス鋼に限
定されることなく、価格や加工のしやすさを優先して、所望の鋼材を選択することが可能
になる。例えば、燃料給油管１を構成する鋼材として炭素鋼を使用することができる。炭
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素鋼は、モリブデン、ニッケル、チタン、銅、クロムなどの成分を配合していないため、
材料コストが安価である。また、炭素鋼は、前記の成分を配合していないので、引張強さ
がステンレス鋼に比べて小さい。このため、鋼材を曲げたり、切削したりしやすく好まし
い。
【００３３】
また、燃料給油管１を構成する鋼材として、金属メッキ層１１２を有する市販の鋼板や金
属メッキ層１１２を有する市販の鋼管を使用すれば、金属メッキ層１１２を形成する工程
を省略することが可能になる。これによって、材料コストを安価にすることができる。そ
のような鋼管としては、機械構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫＭ）が挙げられる。
【００３４】
本実施形態の燃料給油管１の胴部１１と受座１３とは、鋼板から成形される。鋼板そのも
のや、鋼板から成形した継ぎ目のある鋼管は、継ぎ目のない鋼管よりも安価である。これ
によって、材料コストを安価にすることができる。しかしながら、図４及び図５に示した
ように、鋼板の端部を溶接により接合して管状にした場合は、溶接を行う際の熱によって
、亜鉛、錫、ニッケルなどを含有して構成される金属メッキ層１１２が損傷する。金属メ
ッキ層１１２に含まれる金属が溶融等して失われるためである。このため、本実施形態の
燃料給油管１では、胴部１１を構成する鋼材１１１、金属メッキ層１１２、及び防食塗膜
１１３の順に積層する。このようにすれば、上述の溶接による第１の接合部分３１及び溶
接による第２の接合部分１６において、溶接の熱により金属メッキ層１１２が損傷しても
、防食塗膜１１３によって、胴部１１の第１の接合部分３１及び第２の接合部分１６に腐
食が生じることを防ぐとことができる。
【００３５】
図２に示したように、鋼板の端部を溶接により接合して管状にした場合は、受座１３にも
溶接による第２の接合部分１６が現れる。本実施形態の燃料給油管１では、受座１３を構
成する鋼材１３１と、金属メッキ層１１２と、保護用の合成樹脂層１３２とを記載した順
に積層する。このようにすれば、上述の第２の溶接による接合部分１６において、溶接の
熱により金属メッキ層が損傷しても、保護用の合成樹脂層１３２によって、受座１３の第
２の接合部分１６に腐食が生じることを防ぐことができる。
 
【００３６】
受座１３は、燃料給油ノズルが接触したり、給油口キャップ２のシール材２１が圧接する
などして絶えず摩擦に曝される。保護用の合成樹脂層１３２を配することによって、摩擦
によって金属メッキ層１１２が摩耗し、耐食性が損なわれることを防止することができる
。受座１３の腐食を防止することによって、受座１３の腐食によって寸法変化が生じるこ
とに起因する気密性の低下を防ぐことができる。
【００３７】
受座１３では、受座１３を構成する鋼材１３１、金属メッキ層１１２、保護用の合成樹脂
層１３２の順に積層する。金属メッキ層１１２と保護用の合成樹脂層１３２との間に防食
塗膜を設けず省略することによって、合成樹脂層１３２の表面を滑らかに仕上げて、気密
性、及びシール材の滑りを向上させることができる。シール材２１の滑りが良くなると、
給油口キャップ２の操作感が向上する。
【００３８】
保護用の合成樹脂層１３２の下に防食塗膜１１３を形成すると、合成樹脂層１３２の表面
に凹凸ができてしまうし、給油ノズルが衝突した際の衝撃等により防食塗膜１１３ごと合
成樹脂層１３２が剥離する可能性もある。受座１３に関しては防食塗膜１３２を省略する
ことによって合成樹脂層１３２の剥離を防ぐことができる。受座１３において防食塗膜１
１３を省略するには、防食塗膜１１３を形成するに際して受座１３の部分をマスキングす
ればよい。
【００３９】
防食塗膜１１３は、粉体塗装によって形成することが好ましい。電着塗装によっても防食
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塗膜を形成することが可能であるが、粉体塗装の方が塗膜が厚く、しかも硬いので、耐久
性、耐油性、及び防食性等に優れた塗膜を形成できるので好ましい。塗料としては、例え
ば、ポリエステル系塗料、又はアクリル系塗料を使用することができる。
【００４０】
保護用の合成樹脂層１３２は、エポキシ樹脂を使用することが好ましい。その中でも特に
硬化した状態で透明になるエポキシ樹脂を採用することがより好ましい。これによって、
給油口周辺の外観が損なわれることを防ぐことができる。エポキシ樹脂は、プレポリマー
と硬化剤とが反応し、架橋することによって硬化する。例えば、プレポリマーとしては、
ビスフェノールＡジグリシジルヒドリンを含有するものを使用することが好ましく、硬化
剤としては、脂肪族ポリアミン、ポリアミノアミド、ポリメルカプタンなどの低温から室
温で反応するものを使用することが好ましい。
【００４１】
ブリーザー菅３は、燃料給油管と同様の鋼材から構成することが好ましい。そして、ブリ
ーザー菅３も、鋼材、金属メッキ層、及び防食皮膜を記載した順に積層したものであるこ
とが好ましい。
【００４２】
以下、上記の燃料給油管を製造する方法について説明する。
【００４３】
上記の燃料給油管１を製造するには、市販の鋼管を使用する方法と、鋼板を溶接により管
状に成形する方法とが挙げられる。前者の場合は、機械構造用炭素鋼鋼管等の予め管状に
成形された鋼管を利用する。鋼管に予め金属メッキ層１１２が形成されたものを利用すれ
ば、金属メッキ層１１２を形成する工程を省略することができる。また、鋼管に予め金属
メッキ層１１２が形成されたものを利用すれば、金属メッキ層１１２が予め形成されてい
るため、保管又は流通時に特段の防錆対策をとる必要がなくなるため好ましい。
【００４４】
上述の通り、上記の燃料給油管１を製造するには、市販の鋼管を使用する方法と、鋼板を
溶接により管状に成形する方法とが挙げられる。後者の場合は、予め金属メッキ層１１２
が形成された鋼板を使用し、それらの鋼板等の両端部を溶接によって接合することが好ま
しい。
【００４５】
以上のようにして得られた鋼管の先端部分を拡径したり、曲げ加工等して螺子山１４、受
座１３を形成すると共に、ブリーザー管３を胴部１１に接合する。燃料給油管の胴部１１
及びブリーザー菅３は、燃料タンクのレイアウトなどの仕様に応じて屈曲させてもよい。
【００４６】
以上のように、管状に成形した後に、燃料給油管１の全体に対して防食塗膜１１３を形成
するために塗装を行う。ただし、上述の通り、受座１３の部分はマスキングして防食塗膜
１１３が形成されないようにする。また、上述の通り、防食塗膜１１３は粉体塗装によっ
て形成することが好ましい。なお、燃料給油管１の内側は非酸化的な雰囲気となるため、
防食塗膜１１３は設けなくともよい。
【００４７】
市販の鋼管は、溶接による熱で鋼管の接合部分の金属メッキ層１１２が損傷していること
がある。また金属メッキ層１１２が形成された鋼板の端部を溶接して管状に成形する場合
は、溶接による熱で接合部分の金属メッキ層１１２が損傷することがある。このため、金
属メッキ層１１２の上に粉体塗装を行う。防食塗膜を形成することによって、金属メッキ
層１１２の損傷に伴う耐食性の低下を補うことができる。
【００４８】
防食塗膜の形成を終えた後、受座１３に保護用の合成樹脂層１３２を形成する。合成樹脂
層１３２を形成するには、例えば、図６に記載されているように、硬化前の合成樹脂を容
器４に溜めておく。そこに、防食塗膜１１３の塗装を終えた燃料給油管１の受座１３を浸
漬させて、合成樹脂を硬化させる。
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エポキシ樹脂を塗布する場合を例に説明する。容器４にプレポリマーと硬化剤とを混合し
た状態で溜めておき、燃料給油管１を逆さまにして、容器４に順次、燃料給油管１の受座
１３を浸漬する作業を行う。このとき、図７に示したように、溶接による第２の接合部分
１６の先端側が合成樹脂に浸るようにする。浸漬後に所定の硬化温度で所定の時間、静置
することによって、保護用の合成樹脂層１３２を受座１３に均一に形成することができる
。低温から常温で硬化する硬化剤を使用すれば、加熱する工程が不要になるので好ましい
。
【００５０】
上述の通り、受座１３には防食塗膜が形成されていないので、保護用の合成樹脂層１３２
の表面を均一で滑らかな面に仕上げることが可能になる。これによって、給油口キャップ
２のシール材２２の滑りが良くなり操作性が向上する。また、シール材２２と受座１３の
間の隙間が解消されて高い気密性を得ることが可能になる。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　　燃料給油管
１１　　　胴部
２１　　　シール材
１３　　　受座
１１１　　胴部を構成する鋼材
１１２　　金属メッキ層
１１３　　防食塗膜
１３１　　受座を構成する鋼材
１３２　　保護用の合成樹脂層
１６　　　溶接による第１の接合部分
３１　　　溶接による第２の接合部分
３　　　　ブリーザー菅
 

 



(9) JP 6830392 B2 2021.2.17

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(10) JP 6830392 B2 2021.2.17

【図６】

【図７】



(11) JP 6830392 B2 2021.2.17

10

フロントページの続き

(72)発明者  久山　昌広
            岡山県総社市真壁１５９７　株式会社アステア内

    審査官  米澤　篤

(56)参考文献  特許第４３５４１４０（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００８－１３７４８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              韓国公開特許第１０－２００５－００３９３５９（ＫＲ，Ａ）　　　
              特開２００２－２９２７９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１３４５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公平２－１８９８２（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００９－１１３０６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／０１０１６８３（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｋ　　１５／０４　　　　
              Ｂ２１Ｃ　　３７／２９　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

